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四国放送ラジオ「５分でわかるマネー講座」
放送開始。３月から毎週木曜日に「相続税」「年
金」「所得税」「社会保険」「家計簿管理」など、
お金にまつわるお役立ち情報をオンエア中。
ラジオを聞かれた方から、問い合わせの電話
もいただくようになりました。
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徳島県初の終活イベント「セカンドライフ＆終活フェア」
に出展。相続相談、年金相談に多くの方に当社のブース
へお越しいただきました。
講演「ご遺族の生活資金を考える　～年金のこと、ご存
じですか？～」（午前）　「知って安心　相続セミナー」( 午
後 ) も立見がでるほどの盛況でした。

10月27日から29日、「徳島ビジネスチャレンジメッセ」に出展。
来場した中小企業の皆さまに、クラウド会計や助成金のリーフレッ
トなどを配布し、当社のサービスをアピールしました。

「徳島ビジネスチャレンジメッセ」に出展。展。
来場した中小企業の皆さまに、クラウド会計や助成金のリーフレッフレッ
トなどを配布し、当社のサービスをアピールしました。

10 月 24 日、行政書士
法人アクシスを設立し
ました。
今後は、遺言・相続ま
た、会社設立の分野を
中心に、皆さまのバッ
クオフィス業務を支え
ます。
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4 月 21 日、ウェスティンホテル
東京において、「クラウド化する
中小企業経営とフィンテックが
もたらす変革」をテーマに、「MF
クラウド Expo2016」が開催され
ました。
来場者 2,000 人を超えるこのイベ
ントで、当社の川人代表社員が
テーマ別講演を行いました。



今や、どの業種も人手不足状態。

採用にお困りの中小事業主さまを

対象に、採用市場の現状と採用手

法、採用助成金の活用例などをご

提案。アンケートにお答えいただ

いた方全員から「非常に参考になっ

た」「参考になった」とのお声をい

ただきました。

7 月 25 日、社会保険労務士による
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し込みをいただき、皆さまから「非

常に参考になった」「ぜひ自社でも

助成金を活用したい」とのお声を

いただきました。

活用術活用術

クノロクノロ

活用し活用し

ーを行ーを行ーを行ーを行

人・個人・個

を活用を活用したいしたい

いただいただいただいただいただいただいただいただいただいただきました。た。

7 月 27 月 25 日、社会保社会保

「助成「助成金徹底金徹底活用術活用術

人・個人・個人・個人・個

だき、だき、

った」った」

したいしたい

「助成金徹底活用術

ヒューマンテクノロ

「クラウドを活用し

略」の略」のセミナセミナーを行ーを行略」の略」のセミナセミナーを行ーを行

社を超える法人・個える法える法社を超える法人・個

し込みをいただき、

常に参考になった」

助成金助成金助成金助成金を活用したい

いただいただいただいただいただ

11 月 26 日・27 日吉野川支店、12 月 3 日・4 日徳島本社にて、

相続対策・相続手続きセミナーおよび無料個別相談会を開催し

ました。多くのお客様にお越しいただき、セミナー後の無料相

談も予約が取れないくらいの大盛況でした。

「もっと早く相談すれば良かった」「非常に参加しやすかった」

「知り合いにも薦めたい」とのお声を多くいただきましたので、

今後も定期的な開催を予定しています。

社会福祉法人さま向けに新会計基準に準

拠した会計経理についての講座を開催しま

した。初級・中級・上級の各講座を毎年度

9月～11月に実施しています。
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合いに合いにも薦めたい」とのお声を多くいただきましたので、で、

今後も今後も定期的な開催を予定しています。ます。

7月13日・14日/11月16日・17日に、楽しみ

ながら経営の全体像が理解できる「マネジメ

ント・ゲーム」を開催しました。社長の視点

で経営を疑似体験し、決算まで行う非常にユ

ニークな研修プログラムです。毎年度 7 月、

11月に開催。
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状態。手不足状態。

事業主事業主さまをさまを

革真塾チーフコンサル

タント　井崎貴富氏に

よる「徳島元気塾」。

経営の原理原則が徳島

で学べる唯一の機会と

なっております。ぜひ

ご参加ください。



個人の青色申請の承認申請は、原則として青色申告をしよ

うとする年の 3月 15 日までに所轄税務署へ到達しなけれ

ばなりません（到達日基準）。ただし、1月 16 日以降に新

規業務を開始する場合は、業務開始日から 2ケ月以内の

申請となります。

001
　

≫ 所得税の還付を受けるための確定申告書の提出期間の開始
は、1 月 1 日からです。早く申告を行えば、早く還付が受け
られます。

005
　 毎年 1月は各種法定調書の提出月です。法定調書には源泉徴

収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書などがあります。
各調書には税務署や市町村への提出の要件が定められていま
す。税務署から送付される説明書等を確認の上、提出しま
しょう。

002
　 今年の 1 月 1 日現在所有している償却資産について、1 月中

に市町村へ申告します。納付税額は、市町村から土地・建物
等の固定資産税と一緒に後日通知されます。
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≫

≫

≫

還付申告（所得税の確定申告）の受付が始まります

本年分の給与所得者の扶養控除等申告書の回収が済んでいる
か、今一度確認しましょう。回収期限は、本年最初の給与支
払日の前日です。平成 28 年分からは、原則として扶養控除
等申告書に個人番号の記載が必要となります。その他改正に
より、一部様式が変更されています。個人番号記載に係る本
人確認や、必要事項の記載もれがないかどうかの確認をしま
しょう。また、昨年の給与に係る源泉徴収票は、年末調整の
対象者か否かに限らず全ての給与受給者に交付しましょう。

固定資産税の償却資産に関する申告をしましょう

個人の県民税・市町村民税を納付しましょう（第4期分）

給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付

各種法定調書の提出をしましょう

006
　 初出勤日に幹部等が新年の参拝等を実施する場合には、年末

から予約をし、お布施を用意しておきます。また、年始の挨
拶回りをする際の手土産、逆に挨拶に来られた方に対するお
茶やお屠蘇などの準備なども、万全にしておきましょう。

新年の参拝と挨拶回りをしましょう

≫

≫

年賀状を整理しましょう

年賀状を送付していなかった先より届いた場合には、速や
かに返礼を出すとともにリストへの追加をします。また住
所変更等のあった先については、リストの修正を行います。
これらは「取引先台帳」等を利用した名簿管理を用いて、
次の要領で進めるとよいでしょう。
・宛先不明で戻ってきた場合は、名簿を修正し再度住所確認。

・未送付先より届いたら、来年の送付名簿に追加し、速やかに返礼。

・住所、社名、肩書きの変更等の名簿修正。関係部署への連絡。
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第 4期分の個人の道府県民税と市町村民税の納付月です。
納付期限は、市町村の条例で定める日です。資金繰りも考
慮した上で、納付もれがないようにしましょう。

≫
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